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【 必 ず 全 員 ご 申 請 を お 願 い し ま す ※ 】  
２ ０ ２ ５ 年 ４ 月 吉 日 

鶴川第四小学校在校生の保護者様 各位 

町田市教育委員会 

 

２０２６年度 鶴川西地区の学校統合に伴う学区外通学申請について  

 

日頃より町田市の教育行政に対しご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

鶴川西地区では、２０２６年４月に鶴川第三小学校と鶴川第四小学校を統合して、「鶴川中央小学

校」が開校します。その後鶴川東地区では、２０２９年４月に鶴川中央小学校の一部と鶴川第二小学

校が統合して、「鶴川東小学校」が開校する予定です。また、これらの学校統合に伴い、鶴川地区の

通学区域再編を行うため、通学区域が変更になる地域が生じます。 

こうした学校統合やそれに伴う通学区域の変更により、通学先

が変更になる地域にお住まいの在校生や、仮校舎（現鶴川第三

小学校）への通学距離が、隣接している他校よりも遠くなる地域に

お住まいの方に向けて、住所で定められる学校（以下指定校）以

外の学校を希望することができる、学区外通学制度を設けていま

す（詳細は右の二次元コードからご確認ください）。 

つきましては、３ページを参考に、２０２６年度以降に通学する小学校について、以下の方法でご

回答ください。（学区外通学を希望しない方も必ずご回答ください。） 

※特別支援学級在籍のお子さんについては別途教育センターから通知がありますのでこの申請は不要です。 

 

【申請方法】 

本紙４ページ目の、オンライン申請用二次元コードを読み取り、案内に沿って申請期限までにご

申請ください。なお、二次元コードを読み取り可能な端末をお持ちでない方は、本紙４ページ目の申

請書をキリトリ線で切り取り、以下期限までに、担任教諭へご提出いただきますようお願いいたします。 

【申請期限】 

２０２５年５月１９日（月） 

 

 

 

  

＜問い合わせ先＞ 

町田市教育委員会学務課 学籍担当 

〒194-8520 東京都町田市森野 2-2-22 

町田市役所市庁舎 10 階 TEL:042-724-2176 

※今回の申請は２０２６年度以降に通学
を希望する小学校に関する本申請になり
ます。 
※申請後、変更をご希望の方は直接学
務課までご連絡ください。 
※今回の申請内容を受けて、２０２５年６
月以降全員に２０２６年度から通学する
学校の決定通知書を送付しますので、ご
確認のほどよろしくお願いいたします。 

 

通学先の検討にあたり、鶴川中央小学校の仮校舎と
なる現鶴川第三小学校の見学をご希望される場合
は、各自鶴川第三小学校までお問い合わせください。 
対応可能な日程を調整させていただきます。 
★TEL：042-735-2127★ 
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１. 鶴川地区全体の学校統合について 

２０２６年 4 月に鶴川第三小学校・鶴川第四小学校が統合して鶴川中央小学校が開校します。

２０２６～２０２８年度に現在の鶴川第四小学校の校地に新校舎を建設している間の通学先は、

現在の鶴川第三小学校の校地となります。その後２０２９年度に、現在の鶴川第四小学校の校地に

建設する新校舎の使用を開始します。 

なお、鶴川中央小学校が新校舎に移動する２０２９年度に、鶴川中央小学区から一部の学区

（鶴川１丁目、能ヶ谷１・２・７丁目、広袴町）を分割し、鶴川第二小学校と統合して鶴川東小学

校が開校します。２０２９～２０３２年に現在の鶴川第二小学校の校地に新校舎を建設している間

の通学先は、現在の鶴川第三小学校の校地となります。その後、２０３３年度に、現在の鶴川第二小

学校の校地に建設する新校舎の使用を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 鶴川西地区の統合後の指定校について 

鶴川中央小学校は鶴川第三小学校と鶴川第四小学校が

統合して開校しますが、現在の鶴川第四小学区のうち、右の

地域は２０２６年度から通学区域が変更になります。 

なお、「まちだ子育てサイト」から、お住まいの住所や生年月

日ごとに、より詳細な学区変更の予定や学校統合等の影響を確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

３. 鶴川第四小学校在校生の学校統合に伴う学区外通学制度について 

小学校名 町区域

鶴川第四小 小野路町 → 鶴川第一小

鶴川第四小 大蔵町 → 大蔵小

2025年度
2026年度

2026年度から通学区域が変更となる地域

鶴川西地区の学校統合及び選択可能な通学先について 
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鶴川第四小学校の在校生は、２０２６年度以降通学する学校について、以

下の選択が可能です。 

※お住まいの住所によって、選択肢が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⓐ鶴川第四小

学区の小野路町に

お住まいの方

Ⓑ鶴川第四小

学区の大蔵町に

お住まいの方

Ⓒ学区外から

鶴川第四小に

通学している方

Ⓓそれ以外の

鶴川第四小の在校生

2026年度から新たな

指定校となる

鶴川第一小学校

に通学する。

2026年度から新たな

指定校となる

大蔵小学校

に通学する。

2026年度から本来の

指定校

に通学する

2026年度から

統合新設校である

鶴川中央小学校

に通学する。

(Ⅰ)学区変更後も

現在の在籍校（現

在の在籍校が統合し

てできる新設校）に

引き続き通学する。

2026年度から現在の

在籍校が統合してできる

鶴川中央小学校

に通学する。

2026年度から現在の

在籍校が統合してできる

鶴川中央小学校

に通学する。

2026年度から現在の

在籍校が統合してできる

鶴川中央小学校

に通学する。

(Ⅱ)仮校舎までの距

離が遠く、隣接する

近い小学校に通学す

る。

鶴川第四小学校の

隣接校である以下の

学校に通学する。

・大蔵小学校

鶴川第四小学校の

隣接校である以下の

学校に通学する。

・鶴川第一小学校

鶴川第四小学校の

隣接校である以下の

いずれかの学校に

通学する。

・鶴川第一小学校

・大蔵小学校

鶴川第四小学校の

隣接校である以下の

いずれかの学校に

通学する。

・鶴川第一小学校

・大蔵小学校

Ⓒ及びⒹの方のうち、「②学区外通学制度による指定校以外への通学」に該当する場合（青枠内）は、

通学費補助金制度の対象外です。

②学区外

通学制度

による指

定校以外

への通学

①指定校への通学

対象者

選択肢

現鶴川第四小学
校の通学区域

鶴川中央小学校
の通学区域

鶴一小

大蔵小

どちらも
選択可能

どちらも
選択可能

学区外通学制度Ⓓ

鶴川中央小学校
仮校舎（現鶴三小）

鶴一小
鶴川中央小学校

仮校舎（現鶴三小）

どちらも
選択可能

現鶴川第四小学校の通学区域

鶴川中央小学校の通学区域

現鶴川第四小学校の通学区域から鶴
川第一小学校の通学区域となる地域

大蔵小

現鶴四小

現鶴川第四小学校の通学区域から
大蔵小学校の通学区域となる地域

現鶴四小通学区域
の小野路町

現鶴四小通学区域
の大蔵町

学区外通学制度Ⓐ及びⒷ

【転校可能な人数について】 
選択肢「②（Ⅱ） 仮校舎までの距離が遠く、隣接する近い小学校に通学する」により、指定校以外の学
校を選択された場合、転校先の学校施設の状況によっては、全ての方のご希望に沿えない可能性がありま
す。申請締切後、希望者数を集計し、転校が可能な人数を超える申請があった場合は、公平に公開抽選
を行います。 

※公開抽選になる場合は、対象の方に個別の通知をいたします。 
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※申請方法を A（オンライン申請）と B（紙申請）から選んでください。 

A（オンライン申請） 

① 右の二次元コードを読み取り、申請フォームを開く。 

② 「ログインして申請に進む」 か 「メールを認証して申請に進む」  

●「ログインして申請に進む」を選択した場合 

→Google、LINE、Graffer(グラファー)のいずれかのアカウントでログイン 

●「メールを認証して申請に進む」を選択した場合 

→入力したメールアドレスあてに届く確認メール本文の URL を押す 

③ 「利用規約に同意する」→「申請に進む」→設問に回答 

→「この内容で申請する」。 

④ 登録したメールアドレスに「申請受け付けのお知らせ」メールが届く。 

 

B（紙申請）  必要事項を記入していただき、担任教諭にご提出ください。 

 

1.保護者氏名

2.住所

3.電話番号 　　　　　（　　　　　　　）
4.続柄
（保護者から見た）

5.児童氏名

6.生年月日 平成　　　　年　　　　月　　　　日 7.現学年 現　　　　　　　年

 ① 指定校への通学

9.通学期間
（当てはまる番号に〇
をつけてください。）

10.通学時間 　　　　　　　　　　　　分 11.通学方法

　①　卒業まで　　　　　　　　　　　　②　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）まで

〒

8.2026年度
以降の通学
希望校
（①もしくは②に〇
を付け、学校名を記
入してください。）

通学先：　　　　　　　　　　　小学校

 （Ⅰ） 学区変更後も現在の在籍校（現在の在籍が
　　　　統合してできる新設校）に引き続き通学する
　
 （Ⅱ） 仮校舎までの距離が遠く、隣接する近い
　　　　小学校に通学する

 ② 学区外通学制度により、
　　 指定校以外の学校への
　 　通学を希望
　  （学区外通学を希望する
　　 理由に〇を付けてください。）

通学先：　　　　　　　　　　　小学校

キ
リ
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2026 年度 鶴川西地区の通学区域変更に伴う通学希望校申請書 




